
ＡＶ－８Ｂハリアー攻撃機の胴体着陸に抗議し、外来機の飛来・訓練

の禁止を求める抗議決議 
 
  平成２４年４月１２日、米軍第３１海兵遠征部隊所属第３１１海兵隊攻撃
中隊のＡＶ－８Ｂハリアー攻撃機１機が、車輪が十分出ていないままの状態

で嘉手納飛行場南側の滑走路に進入し、機体が地面に接して滑走路上に停止

し、事故の影響で南側滑走路が同日夜間まで閉鎖された。また、４月６日、

米国で海軍所属のＦＡ－１８戦闘攻撃機が離陸直後に墜落し、アパートが炎

上するなど約４０軒が被害を受ける事故が発生した。さらに、３月２８日、

米空軍基地所属のＦ－１５戦闘機が、南西アジアの基地から約２４キロ離れ

た場所で墜落、操縦士１人が死亡する事故や、４月１１日、アフリカのモロ

ッコで米海兵隊垂直離陸機ＭＶ２２オスプレイが合同訓練中に墜落し、米海

兵隊４人のうち２人が死亡、２人が重傷を負う重大事故が発生した。 
  近年の嘉手納基地の状況は、外来機の飛来が増加、米軍再編協議における
負担軽減とは逆行し、過密状態にある。今回の相次いでいる米軍航空機事故

も、一歩間違えば嘉手納基地周辺で同様な事故が発生する可能性は大であり、

住民を巻き込む大惨事につながりかねない。嘉手納基地周辺住民は、日常的

に航空機騒音被害に悩まされ、町民生活に甚大な悪影響を及ぼしており、爆

音下での肉体的、精神的な被害を受けるだけでなく、墜落への更なる恐怖心

を招くものであり、いかなる理由があるにせよ到底容認できるものではない。 
  また、事故の度に、本町議会は、早急な情報提供と事故原因の究明を求め
ているが、一向に改善されることなく、日々飛行訓練を行っている現状は,
基地周辺住民の生命を軽視した異常な基地運用と言わざるを得ず、危険性の

高い、Ｆ－１５戦闘機、ＦＡ－１８戦闘機及びＡＶ－８Ｂハリアー攻撃機の

嘉手納飛行場への飛来・訓練の禁止をするべきである。 
  よって、北谷町議会は、町民の生命、財産、安全を守る立場から関係機関
に対し、厳重に抗議するとともに、下記事項について速やかに実現するよう

強く要求する。 
   

 記 
 

１  Ｆ－１５戦闘機、ＦＡ－１８戦闘機及びＡＶ－８Ｂハリアー攻撃機の 
嘉手納飛行場への飛行を禁止すること。 

２ 速やかな情報提供、原因究明と公表及び再発防止を講じること。 
３ 嘉手納基地所属の F－１５戦闘機部隊を即時撤去すること。 
４ ＭＶ２２オスプレイの普天間基地配備計画を断念すること。 
 
以上、決議する。 
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に航空機騒音被害に悩まされ、町民生活に甚大な悪影響を及ぼしており、爆

音下での肉体的、精神的な被害を受けるだけでなく、墜落への更なる恐怖心
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 記 
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以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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